
政
令
第
百
九
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
十
三
条
第
四
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
の
二
第
八

項
、
第
四
十
八
条
の
二
第
八
項
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
百
九
十
四
条
第
一
項
、
第
二
百
六
十
九
条
及
び
第
二

百
七
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
条
の
二
」
に
、
「
・
第
四
十
九
条
」
を
「
―
第
四
十
九
条
」
に
、
「
第
四
十
九
条
の
十
一
」

を
「
第
四
十
九
条
の
十
二
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
関
係
選
挙
区
の
」
の
下
に
「
日
本
国
民
の
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」

に
改
め
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
投
票
区
の
廃
止
又
は
変
更
の
告
示
）

第
九
条
の
二

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
た
投
票
区
を
廃
止
し
、
又
は
変
更



し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
中
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
開
票
区
を
設
け
る
場
合
等
の
手
続
）

第
十
条
の
二

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
分
割
開
票
区
（
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
市
町
村
の
区
域
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
区
域
）
を
分
け
て
設
け
ら
れ
る
開
票
区
を
い
う
。
第
四
十
九
条

及
び
第
四
十
九
条
の
十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府

県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
特
別
の
事
情
が
な
く
な
り
、
又
は
当
該
特
別
の
事

情
に
重
要
な
変
更
が
あ
つ
た
と
認
め
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２

数
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
数
市
町
村
合
同
開
票
区
（
法
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
数
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
設
け
ら
れ
る
開
票
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
当
該
特
別
の
事
情
が
な
く
な
り
、
又
は
当
該
特
別
の
事
情
に
重
要
な
変
更
が
あ
つ
た
と
認
め
る
場
合
も
、
同
様
と
す

る
。



３

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
数
区
合
同
開
票
区
（
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
都
市
の
数
区
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
設
け
ら
れ
る
開
票
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け
る

こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
当
該
特
別
の
事
情
が
な
く
な
り
、
又
は
当
該
特
別
の
事
情
に
重
要
な
変
更
が
あ
つ
た
と
認
め
る
場
合
も
、
同
様
と

す
る
。

４

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
た
開
票
区
を
廃
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と

き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
設
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を

関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
関
係
区
の
選
挙
管
理
委
員
会

）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
た
開
票
区
を
廃
止
し
、
又
は
変
更
し
た
場
合
も
、
同
様
と
す

る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
投
票
の
期
日
を
定
め
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨



を
告
示
し
、
か
つ
、
関
係
の
あ
る
数
市
町
村
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
及
び
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に

お
い
て
は
、
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め

、
「
投
票
管
理
者
」
の
下
に
「
（
指
定
投
票
区
を
指
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
指
定
投
票
区
の
投
票
管
理
者
を
含
む
。
第
四
項

、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
九
十
九
条
第
二
項
並
び
に
第
百
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
数
町

村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
又
は
数
区
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加

え
る
。

３

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に

は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
関
係
の
あ
る
数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
投
票
の
期
日
を
定
め
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を

告
示
し
、
か
つ
、
関
係
の
あ
る
投
票
管
理
者
及
び
開
票
管
理
者
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
関
係
の
あ
る
数
区
合
同
開
票
区

の
開
票
管
理
者
並
び
に
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
関
係
の
あ
る
投
票
管
理
者
及
び
開
票
管
理
者
）
に
、
そ
の
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
」
に

、
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
関
係
の
あ
る
投
票
管
理
者
及
び
開
票
管
理
者
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の

選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
こ
れ
ら
の
者
）
並
び
に
選
挙
長
に
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
関
係
の
あ
る
数
町

村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
関
係
の
あ
る
数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
数
町
村
の
区
域

を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
又
は
数
区
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、

第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に

は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
関
係
の
あ
る
数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
更
に
期
日
を
定
め
て
投
票
を
行
わ
せ
る
こ
と
と

し
た
場
合
及
び
当
該
投
票
の
期
日
を
定
め
た
場
合
に
は
、
関
係
の
あ
る
投
票
管
理
者
及
び
開
票
管
理
者
（
指
定
都
市
に
お
い

て
は
、
関
係
の
あ
る
数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
並
び
に
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
関
係
の
あ
る
投
票
管
理
者
及

び
開
票
管
理
者
）
並
び
に
選
挙
長
に
、
直
ち
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
更
に
期
日
を
定
め
て
投
票
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た

旨
及
び
当
該
投
票
の
期
日
を
、
そ
れ
ぞ
れ
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
四
十
九
条
中
「
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
こ
れ
ら
の
者
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
四
十

八
条
の
四
と
し
、
第
四
章
の
二
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
市
町
村
の
区
域
が
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
）

第
四
十
九
条

市
町
村
の
区
域
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
区
域
）
（
当
該
区
域
が
二
以
上
の
選
挙
区
に
分
か
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
当
該
選
挙
区
の
区
域
）
が
分
割
開
票
区
に
よ
り
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
の
選
挙

管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
当
該
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
が
設
け
た
共
通
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
法
第

五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
投
票
箱
等
（
投
票
箱
、
投
票
録
、
選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
及
び
在
外
選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の

抄
本
（
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
が
法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
全
部
若
し
く
は
一
部
の
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
。
第

六
十
五
条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
は
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
当
該
区
の
選

挙
管
理
委
員
会
）
が
指
定
し
た
開
票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る
。

２

指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
（
当
該
区
域
が
二
以
上
の
選
挙
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
選
挙
区
の
区
域



）
が
次
に
掲
げ
る
開
票
区
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会

が
設
け
た
共
通
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者

は
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
協
議
し
て
定
め
た
開
票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る
。
そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
場
合

に
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
開
票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る
。

一

分
割
開
票
区
及
び
数
市
町
村
合
同
開
票
区

二

数
市
町
村
合
同
開
票
区

３

指
定
都
市
の
区
の
区
域
（
当
該
区
域
が
二
以
上
の
選
挙
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
選
挙
区
の
区
域
）
が
次
に

掲
げ
る
開
票
区
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
設
け
た
共
通

投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
は
、
関
係
市
町

村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
協
議
し
て
定
め
た
開
票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る
。
そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府

県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
開
票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る
。

一

分
割
開
票
区
及
び
数
市
町
村
合
同
開
票
区

二

分
割
開
票
区
、
数
市
町
村
合
同
開
票
区
及
び
数
区
合
同
開
票
区



三

数
市
町
村
合
同
開
票
区

四

数
市
町
村
合
同
開
票
区
及
び
数
区
合
同
開
票
区

４

指
定
都
市
の
区
の
区
域
（
当
該
区
域
が
二
以
上
の
選
挙
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
選
挙
区
の
区
域
）
が
次
に

掲
げ
る
開
票
区
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
設
け
た
共
通

投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
は
、
当
該
指
定

都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
開
票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る
。

一

分
割
開
票
区
及
び
数
区
合
同
開
票
区

二

数
区
合
同
開
票
区

５

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区

を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

６

指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
共
通
投
票
所
を
設
け
た
も
の
に
限

る
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
定
め
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
開
票
区
の



開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
共
通
投
票
所
を
設
け
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
の

置
か
れ
た
区
の
属
す
る
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
限
る
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
定
め
た
場
合
に
は

、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
当
該
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の

旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会

及
び
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
を
経
て
当
該
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す

る
と
と
も
に
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
当
該
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条
の
九
中
「
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
こ
れ
ら
の
者
）
」
を
削
る
。

第
四
十
九
条
の
十
一
中
「
い
う
」
の
下
に
「
。
次
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
四
章
の
四
中
第
四
十
九
条
の
十
一
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



（
市
町
村
の
区
域
が
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
）

第
四
十
九
条
の
十
二

市
町
村
の
区
域
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
区
域
）
（
当
該
区
域
が
二
以
上
の
選
挙
区
に
分
か
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
選
挙
区
の
区
域
）
が
分
割
開
票
区
に
よ
り
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
当
該
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
か
ら
法
第
四
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
は
、
当
該

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
当
該
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
が
指
定
し
た
開
票
区
の
開
票
管
理

者
と
す
る
。

２

指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
（
当
該
区
域
が
二
以
上
の
選
挙
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
選
挙
区
の
区
域

）
が
次
に
掲
げ
る
開
票
区
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会

か
ら
法
第
四
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
投
票
箱
等
の
送

致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
は
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
協
議
し
て
定
め
た
開
票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る

。
そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
開
票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る
。

一

分
割
開
票
区
及
び
数
市
町
村
合
同
開
票
区



二

数
市
町
村
合
同
開
票
区

３

指
定
都
市
の
区
の
区
域
（
当
該
区
域
が
二
以
上
の
選
挙
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
選
挙
区
の
区
域
）
が
次
に

掲
げ
る
開
票
区
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
法
第
四
十

八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ

き
開
票
管
理
者
は
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
協
議
し
て
定
め
た
開
票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る
。
そ
の
協
議
が

調
わ
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
開
票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る
。

一

分
割
開
票
区
及
び
数
市
町
村
合
同
開
票
区

二

分
割
開
票
区
、
数
市
町
村
合
同
開
票
区
及
び
数
区
合
同
開
票
区

三

数
市
町
村
合
同
開
票
区

四

数
市
町
村
合
同
開
票
区
及
び
数
区
合
同
開
票
区

４

指
定
都
市
の
区
の
区
域
（
当
該
区
域
が
二
以
上
の
選
挙
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
選
挙
区
の
区
域
）
が
次
に

掲
げ
る
開
票
区
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
法
第
四
十

八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ



き
開
票
管
理
者
は
、
当
該
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
開
票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る
。

一

分
割
開
票
区
及
び
数
区
合
同
開
票
区

二

数
区
合
同
開
票
区

５

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区

を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

６

指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
期
日
前
投
票
所
を
設
け
た
も
の
に

限
る
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
定
め
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
開
票
区

の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
期
日
前
投
票
所
を
設
け
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会

の
置
か
れ
た
区
の
属
す
る
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
限
る
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
定
め
た
場
合
に

は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
当
該
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



８

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の

旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会

及
び
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
を
経
て
当
該
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す

る
と
と
も
に
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
当
該
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
五
条
の
十
一
第
二
項
中
「
（
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
が
法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を

も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
全
部
若
し
く
は
一
部
の
事
項
又
は
当
該
事

項
を
記
載
し
た
書
類
。
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
六
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
数
市
町
村
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
法
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
つ
て
数
町
村
の
区
域
を
合
せ
て
一
開
票
区
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
の
」
に
、

「
関
係
町
村
」
を
「
関
係
市
町
村
」
に
、
「
と
と
の
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
調
わ
な
い
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
は
、
当
該
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
、
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が



指
定
し
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
七
条
第
二
項
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区

」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
に
、
「
関
係
町
村
」
を
「
関
係
市
町
村
」
に
、
「
場
合
に

お
い
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
」
を
「
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
」

に
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
に
、
「
開
票
管
理
者
及
び
そ
の
職
務
を
代
理

す
べ
き
者
が
」
を
「
こ
れ
ら
の
者
が
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
関
係
町
村
」
を
「
関
係
市
町
村
」
に
改
め

、
「
書
記
」
の
下
に
「
（
関
係
市
町
村
に
指
定
都
市
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
関
係
市
町
村
の
選
挙
管

理
委
員
若
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
書
記
又
は
当
該
指
定
都
市
の
関
係
区
の
選
挙
管
理
委
員
若
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
の

書
記
）
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「

に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
数
区
合
同
開
票
区
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
区
の
選

挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
、
開
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
開
票
管
理
者
が
欠

け
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
あ
ら
か
じ
め
選
任
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



６

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
は
、
数
区
合
同
開
票
区
に
お
い
て
、
開
票
管

理
者
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
に
共
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
共
に
欠
け
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
関
係

区
の
選
挙
管
理
委
員
又
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
書
記
の
中
か
ら
、
臨
時
に
開
票
管
理
者
の
職
務
を
管
掌
す
べ
き
者
を
選
任
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
八
条
中
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
数
市
町
村
合
同
開
票
区
の
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
の
届
出
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

数
市
町
村
合
同
開
票
区
に
お
い
て
は
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
又
は
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
票
立
会

人
と
な
る
べ
き
者
の
届
出
は
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
協
議
し
て
定
め
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
関
係

市
町
村
に
指
定
都
市
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
当
該
指
定
都

市
の
関
係
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県

の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
関
係
市
町
村
に
指
定
都
市
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該

指
定
都
市
以
外
の
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
当
該
指
定
都
市
の
関
係
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
対
し
て
行
わ



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
条
の
三
第
二
項
中
「
関
係
町
村
」
を
「
関
係
市
町
村
」
に
、
「
町
村
の
」
を
「
市
町
村
又
は
指
定
都
市
の
区
の
」
に

、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
数
町
村
の
区
域
を
合
わ
せ

て
一
開
票
区
を
設
け
た
場
合
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
に
、
「
に
よ
る
町
村
」
を
「
に
よ
る
市
町
村
」
に
、
「
べ
き
町

村
」
を
「
べ
き
市
町
村
又
は
指
定
都
市
の
区
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

数
市
町
村
合
同
開
票
区
に
お
い
て
は
、
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
開
票
所
を
設
け
る
場
所
の
指
定
並
び
に
法
第
六
十

四
条
の
規
定
に
よ
る
開
票
の
場
所
及
び
日
時
の
告
示
は
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
協
議
し
て
定
め
た
市
町
村
の

選
挙
管
理
委
員
会
（
関
係
市
町
村
に
指
定
都
市
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理

委
員
会
又
は
当
該
指
定
都
市
の
関
係
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
が
行
う
。
そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
の

選
挙
管
理
委
員
会
が
当
該
指
定
及
び
告
示
を
行
う
。

第
七
十
条
の
三
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

５

数
区
合
同
開
票
区
に
お
い
て
は
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
又
は
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
票
立
会
人
と

な
る
べ
き
者
の
届
出
は
、
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。

６

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
届
け
出
る
べ
き
区
の
選
挙
管

理
委
員
会
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

数
区
合
同
開
票
区
に
お
い
て
は
、
法
第
六
十
二
条
第
二
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
く
じ
、
同
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時
の
告
示
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
行
う
開
票

立
会
人
の
選
任
並
び
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
開
票
立
会
人
の
氏
名
等
の
通
知
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
立
会
人
と
な

る
べ
き
者
を
届
け
出
る
べ
き
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
行
う
。

８

数
区
合
同
開
票
区
に
お
い
て
は
、
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
開
票
所
を
設
け
る
場
所
の
指
定
並
び
に
法
第
六
十
四
条

の
規
定
に
よ
る
開
票
の
場
所
及
び
日
時
の
告
示
は
、
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
が

行
う
。

第
七
十
六
条
第
一
項
中
「
書
類
と
と
も
に
」
を
「
書
類
と
と
も
に
、
」
に
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
に
あ

つ
て
は
、
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
に
あ
つ
て
は
次
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
指
定
さ
れ
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
と
し
、
数
区
合
同
開
票
区
に
あ
つ
て
は
同
条
第
三
項
の



規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
よ
つ
て

」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
前
項
」
を
「
、
前
項
」
に
改
め
、
「
（
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
に
あ
つ
て
は
、
次
条

第
二
項
に
規
定
す
る
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
を
削
る
。

第
七
十
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
数
市
町
村
合
同
開
票
区
に
つ
い
て
は
、
開
票
に
関
す
る
書
類
は
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管

理
委
員
会
が
協
議
し
て
定
め
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
関
係
市
町
村
に
指
定
都
市
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
指

定
都
市
以
外
の
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
当
該
指
定
都
市
の
関
係
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
お
い
て
、
そ
の

協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
関
係
市
町
村
に
指

定
都
市
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
当
該
指
定
都
市
の
関
係
区

の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
お
い
て
、
開
票
録
、
投
票
録
及
び
投
票
と
と
も
に
、
同
項
の
期
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
数
区
合
同
開
票
区
に
つ
い
て
は
、
開
票
に
関
す
る
書
類
は
、
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委

員
会
が
指
定
し
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
開
票
録
、
投
票
録
及
び
投
票
と
と
も
に
、
同
項
の
期
間
、
保
存
し
な



け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
七
十
三
条
」
を
「
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
七
十
三
条
」
に
、
「
市
町
村
の

選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
開
票
管
理
者
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
開
票
管
理
者
）
及
び

選
挙
長
に
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
関
係
の
あ
る
数
市
町

村
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
旨
を
」
の
下
に
「
関
係
の
あ
る
」
を
加
え
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と

す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
又
は
数
区
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第

三
項
中
「
選
挙
に
お
い
て
」
を
「
選
挙
に
お
い
て
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項

を
加
え
る
。

３

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に

は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
関
係
の
あ
る
数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
更
に

期
日
を
定
め
て
開
票
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
及
び
当
該
開
票
の
期
日
を
定
め
た
場
合
に
は
、
関
係
の
あ
る
開
票
管
理

者
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
関
係
の
あ
る
数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
及
び
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
関
係
の



あ
る
開
票
管
理
者
）
及
び
選
挙
長
に
、
直
ち
に
、
同
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
更
に
期
日
を
定
め
て
開
票
を
行
わ
せ
る
こ
と
と

し
た
旨
及
び
当
該
開
票
の
期
日
を
、
そ
れ
ぞ
れ
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
二
条
第
一
項
中
「
当
該
各
号
」
を
「
、
当
該
各
号
」
に
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町

村
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
の
下
に
「
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選

挙
管
理
委
員
会
）
」
を
、
「
に
よ
る
通
知
」
の
下
に
「
（
候
補
者
の
住
所
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お

い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
対
す
る
通
知
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、

「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
又
は
数
区
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
「
（
指
定
都
市

に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
投
票
管
理
者
及
び
開
票
管
理
者
）
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
第
四
項
ま
で

」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
」
を
「
第
五
項

ま
で
及
び
第
七
項
」
に
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
に
、
「
第
六
項
」
と
、

第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
と
、
第
三
項
中
「
当
該
選
挙
長
」
と
あ
る
の
は
「
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と

、
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
項
」
と
、
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
項
ま

で
」
を
「
第
七
項
ま
で
」
に
、
「
第
六
項
」
と
、
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
と
、
第
三
項
中
「
当
該
選
挙
長
」
と
あ
る
の
は
「



都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
、
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
項
」
と
、
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項

と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
と
、
第
三
項
中
「
当
該
選
挙
長
」
と
あ

る
の
は
「
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
、
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し

、
同
条
第
六
項
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
の
下
に
「
（
指
定
都
市
に
お
い

て
は
、
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
を
加
え
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を

「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
場

合
に
お
い
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
場
合

に
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
選
挙
長
か
ら
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、
「
数
町
村
の
区

域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
都
道
府
県
の
選
挙
に
お
け
る
関
係
の
あ
る
数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
「
に
、
」
の

下
に
「
そ
の
旨
を
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「



場
合
に
は
」
に
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
又
は
数
区
合
同
開
票
区
」
に
改
め

、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に

は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
関
係
の
あ
る
数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
条
第
一
項
中
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
関
係
の
あ
る
数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
の
下
に
「
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
を
、
「
前
項

の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
又
は
数
区

合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に

は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
関
係
の
あ
る
数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
一
条
第
二
項
中
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
関
係
の
あ
る
数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
の
下
に
「
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
を
、
「
そ

の
旨
を
」
の
下
に
「
関
係
の
あ
る
」
を
加
え
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
又
は



数
区
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に

は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
関
係
の
あ
る
数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
数
市
町
村
合
同
開
票
区
を
設
け
た
場
合
等
の
氏
名
等
の
掲
示
の
掲
載
の
順
序
）
」
に
改
め

、
同
条
中
「
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
数
町
村
の
区
域
を
合
わ
せ
て
一
開
票
区
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
」

を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
に
属
す
る
投
票
区
の
投
票
所
に
係
る
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
衆
議
院
（
比
例
代
表
選

出
）
議
員
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
の
」
を
加
え
、
「
関
係
町
村
」
を
「
関
係
市
町
村
」
に

改
め
、
「
あ
ら
か
じ
め
」
を
削
り
、
「
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
こ
れ
を
」
を
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
関
係
市
町

村
に
指
定
都
市
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
当
該
指
定
都
市
の
関

係
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
が
」
に
、
「
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
」
を
「
に
は
、
都
道
府
県
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

２

数
区
合
同
開
票
区
に
属
す
る
投
票
区
の
投
票
所
に
係
る
法
第
百
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
衆
議
院
（
比
例
代
表
選

出
）
議
員
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
の
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
党
派
別
の
掲
示
の
掲



載
の
順
序
の
く
じ
は
、
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
行
う
。

第
百
四
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、
「
及
び
第
百
四
十
四
条
」
を
「
並
び

に
第
百
四
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
十
二
条
」
を
「
第
十
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
十
九

条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
の
四
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項

、
第
四
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
四
十
九
条
の
十
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十
条
の
三
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で
、
第
七
十
七
条
第
二
項
、
第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項

」
に
、
「
及
び
第
百
二
十
五
条
」
を
「
、
第
百
二
十
五
条
、
第
百
二
十
六
条
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
五
第
二
項
並
び
に
第

百
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
鹿
児
島
県
の
項
中
「
第
五
区
」
を
「
第
四
区
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
項
中
「
鹿
児
島
県
第
五
区
」
を
「
鹿
児
島
県
第
四
区
」
に
改
め
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
及
び
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
、
別
表

第
三
及
び
別
表
第
五
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
初
め
て

そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
た
衆
議
院

議
員
の
総
選
挙
及
び
施
行
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
の
期
日
の
公
示
の
日
の
前
日
ま

で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
令
の
規
定
（
新
令
第
二
条
第
一
項
、
別
表
第
三
及
び
別
表
第
五
の
規
定
を
除
く
。
）
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
規
定
、
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
最
高
裁
判
所
裁

判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
、
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
九
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
、
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る



改
正
後
の
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
五
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第

二
十
二
条
の
規
定
、
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十

二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
の
規
定
並
び
に
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
そ
の

期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
、
投
票
又
は
審
査
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示

さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
、
投
票
又
は
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
及
び
第
百
十
七
条
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第

四
項
ま
で
」
に
、
「
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
第
七
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
七
十
八
条
第

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
二
条
第
一
項
中
「
選
挙
管
理
委
員
会
」
の
下
に
「
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
（
総
合
区
を
含
む
。
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
」
を
「
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
項
た
だ



し
書
中
「
但
し
、
」
を
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
」
に
改
め
、
「
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
の
下
に
「
（
指
定
都
市
に

お
い
て
は
、
区
（
総
合
区
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
を
加
え
、
「
、
「
当
該
」
を
「

「
当
該
」
に
改
め
、
「
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
」
の
下
に
「
、
「
開
票
区
ご
と
に
三
人
」
と
あ
る
の
は
「
三
人
」

と
、
「
開
票
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
選
挙
長
」
と
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
、
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
区
及
び
総
合

区
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
削
り
、
「
数
町
村
の
区
域
を
合
わ
せ
て
設
け
た
開
票
区
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
関
係
町
村
」

を
「
数
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
開
票
区
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
関
係
市
町
村
」
に
、
「
の
協
議
に

よ
り
定
め
た
町
村
」
を
「
が
協
議
し
て
定
め
た
市
町
村
」
に
、
「
又
は
そ
の
」
を
「
（
そ
の
」
に
、
「
都
道
府
県
」
を
「
、

都
道
府
県
」
に
、
「
が
こ
れ
を
」
を
「
）
が
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
の
数
区
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ

て
開
票
区
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
当
該
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
、
そ
れ
ぞ

れ
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
四
条
中
「
公
職
選
挙
法
施
行
令
」
の
下
に
「
第
九
条
の
二
、
第
十
条
の
二
、
」
を
加
え
、
「
第
四
十
八
条
第
一

項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
、
「
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
第
七

十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。



第
二
百
十
三
条
の
五
第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
の
四
及
び
第
二
百
十
五
条
の
四
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」

を
「
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
、
「
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
第
七
十
八
条
第
一
項
及

び
第
二
項
」
を
「
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
数
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
開
票
区
を
設
け
た
場
合
等
に
お
け
る
投
票

等
の
保
存
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
数
町
村
」
を
「
数
市
町
村
」
に
、
「
を
区
域
と
す
る
」
を
「
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ

せ
て
設
け
た
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
つ
い
て
は
」
に
、
「
関
係
町
村
」
を
「
関
係
市
町
村
」
に
改
め
、
「
あ
ら
か

じ
め
」
を
削
り
、
「
定
め
た
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
定
め
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
関
係
市
町
村
に
地
方

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い

う
。
）
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
当
該
指
定
都
市
の
関
係
区

（
総
合
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
に
、
「
指
定
し
た
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
」
を
「
指
定
し
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
関
係
市
町
村
に
指
定
都
市
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
以



外
の
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
当
該
指
定
都
市
の
関
係
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
に
、
「
十
年
間
」
を
「
十

年
間
、
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

指
定
都
市
の
数
区
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
設
け
た
開
票
区
に
つ
い
て
は
、
審
査
の
投
票
及
び
投
票
録
そ

の
他
審
査
の
投
票
に
関
す
る
書
類
並
び
に
審
査
の
開
票
録
そ
の
他
審
査
の
開
票
に
関
す
る
書
類
は
、
当
該
指
定
都
市
の
選

挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
前
項
の
期
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
規
定
（
」
の
下
に
「
第
十
一
条
第
一
項
及
び
」
を
加
え
、
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
」
及
び
「
（
別
記
様
式
備
考
第
二
号
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い

う
。
）
」
を
削
る
。

（
漁
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

漁
業
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
公
職
選
挙
法
施
行
令
」
の
下
に
「
第
九
条
の
二
（
投
票
区
の
廃
止
又
は
変
更
の
告
示
）
、
第
十
条
の
二
（
市

町
村
の
区
域
を
分
け
て
開
票
区
を
設
け
る
場
合
等
の
手
続
）
、
」
を
、
「
第
四
十
四
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
四
十
六
条
第

四
項
」
を
加
え
、
「
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
第
六
十
七



条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
七
項
及
び
第
八
項
」
に
、
「
第
七
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
七

十
八
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
第
九
十
二
条
（
公
職
の
候
補
者
等
に
関
す
る
通
知
）
第
十
項
」
を
「
第
九
十
二

条
第
十
一
項
」
に
、
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
四
項
ま
で
（
公
職
の
候
補
者
等
に
関
す
る
通
知
）
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第

九
十
二
条
第
十
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
項
中
「
第
九
十
二
条
第
十
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
十

一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
九
十
二
条
第
十
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
項
中
「
第
九
十

二
条
第
十
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
十
一
項
」
に
、
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
公
職
選
挙
法
施
行
令
」
の
下
に
「
第
九
条
の
二
（
投
票
区
の
廃
止
又
は
変
更
の
告
示
）
、
第
十
条
の
二

（
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
開
票
区
を
設
け
る
場
合
等
の
手
続
）
、
」
を
、
「
第
四
十
四
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
四
十
六

条
第
四
項
」
を
加
え
、
「
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
第
六

十
七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
七
項
及
び
第
八
項
」
に
、
「
第
七
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「

第
七
十
八
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
二
条
第
一
項
中
「
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
選
挙
管
理
委
員
会
」
の
下
に
「
（
法
第
五
条
第
三
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第

十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
の
数
区
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
開
票
区
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は

、
当
該
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
中
」
の

下
に
「
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
法
第
五
条
第
三
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
都
市
の
数
区
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
開
票
区
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
の

選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
、
」
を
加
え

る
。第

二
十
二
条
中
「
公
職
選
挙
法
施
行
令
」
の
下
に
「
第
九
条
の
二
、
第
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で

、
」
を
加
え
、
「
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選

挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
「
第
四
十
六
条
第
四
項
、
第
四
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、
「
係
る
部
分
に
限
る
。
）

」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
を
、
「
第
四
章
の
四
」
の
下
に
「
（

第
四
十
九
条
の
十
二
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
第
六
十
七
条
第
一
項
及



び
第
二
項
」
を
「
第
六
十
六
条
第
二
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
、
「
、
第
七
十
八
条

第
一
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
「
及
び
第
三
項
、
第
七
十
八
条
第
四
項

」
に
、
「
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
五
十
九
条
の
五
の
二
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
十
六
条
第
二
項

当
該
選
挙

指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長

第
六
十
七
条
第
一
項

当
該
選
挙

市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長

第
六
十
七
条
第
五
項

当
該
選
挙

指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長

第
二
十
二
条
の
表
第
六
十
八
条
の
項
中

「

第
六
十
六
条
若
し
く
は
前
条
第
一
項
若
し

前
条
第
一
項

を

く
は
第
三
項

「

第
六
十
六
条
若
し
く
は
前
条
第
一
項
、
第

第
六
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
前
条
第
一

に
改
め
る
。

三
項
若
し
く
は
第
五
項

項
若
し
く
は
第
五
項

（
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
七
条

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
一
章

投
票
区
及
び
開
票
区
（
第
一
条
・
第
一
条

目
次
中
「
第
一
章

投
票
人
名
簿
（
第
一
条
―
第
十
一
条
）
」
を

第
一
章
の
二

投
票
人
名
簿
（
第
一
条
の
三
―
第
十

の
二
）

に
、
「
第
六
十
三
条
」
を
「
第
六
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。

一
条
）
」

第
一
条
第
一
項
中
「
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
条

を
第
一
条
の
三
と
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
」
を
削
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
」
を
削
る
。

第
一
章
を
第
一
章
の
二
と
し
、
同
章
の
前
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
一
章

投
票
区
及
び
開
票
区

（
投
票
区
の
廃
止
又
は
変
更
の
告
示
）

第
一
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
九
条
の
二
の
規
定
は
、
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続



に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
数
投
票
区
を
設
け
る
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
開
票
区
を
設
け
る
場
合
等
の
手
続
）

第
一
条
の
二

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
十
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
、
又
は
数
市
町
村
の
区
域
の
全
部
若
し
く

は
一
部
を
合
わ
せ
て
開
票
区
を
設
け
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
一
条
」
を
「
第
一
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
に
よ
っ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、
「
数
町
村
の

区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
（
法
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
数
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
設
け
ら
れ
る
開
票
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、

「
こ
れ
」
を
「
そ
の
旨
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
場
合
に
お
い
て
は

」
を
「
場
合
に
は
」
に
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
又
は
数
区
合
同
開
票
区



（
法
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
の
数
区
の
区
域
の
全
部
又
は
一

部
を
合
わ
せ
て
設
け
ら
れ
る
開
票
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合

に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
関
係
の
あ
る
数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「

数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区

域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
又
は
数
区
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合

に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
関
係
の
あ
る
数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
三
条
の
見
出
し
中
「
か
ぎ
」
を
「
鍵
」
に
改
め
、
同
条
中
「
に
よ
っ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
「
い
う
」
の

下
に
「
。
次
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
か
ぎ
」
を
「

鍵
」
に
改
め
る
。



第
三
章
第
二
節
中
第
六
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
市
町
村
の
区
域
が
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
）

第
六
十
三
条
の
二

市
町
村
の
区
域
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
区
域
）
が
分
割
開
票
区
（
法
第
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
公
職
選
挙
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
区
域
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
区
域
）
を
分
け
て

設
け
ら
れ
る
開
票
区
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
当
該
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
か
ら
法
第
六
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管

理
者
は
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
当
該
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
が
指
定
し
た
開

票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る
。

２

指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
が
次
に
掲
げ
る
開
票
区
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は

、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
六
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
は
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
協
議
し
て
定
め

た
開
票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る
。
そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
開



票
区
の
開
票
管
理
者
と
す
る
。

一

分
割
開
票
区
及
び
数
市
町
村
合
同
開
票
区

二

数
市
町
村
合
同
開
票
区

３

指
定
都
市
の
区
の
区
域
が
次
に
掲
げ
る
開
票
区
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
区

の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り

投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
は
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
協
議
し
て
定
め
た
開
票
区
の
開

票
管
理
者
と
す
る
。
そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
開
票
区
の
開
票
管

理
者
と
す
る
。

一

分
割
開
票
区
及
び
数
市
町
村
合
同
開
票
区

二

分
割
開
票
区
、
数
市
町
村
合
同
開
票
区
及
び
数
区
合
同
開
票
区

三

数
市
町
村
合
同
開
票
区

四

数
市
町
村
合
同
開
票
区
及
び
数
区
合
同
開
票
区

４

指
定
都
市
の
区
の
区
域
が
次
に
掲
げ
る
開
票
区
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
区



の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り

投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
は
、
当
該
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
開
票
区
の
開
票
管

理
者
と
す
る
。

一

分
割
開
票
区
及
び
数
区
合
同
開
票
区

二

数
区
合
同
開
票
区

５

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
票

区
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

６

指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
期
日
前
投
票
所
を
設
け
た
も
の

に
限
る
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
定
め
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
開

票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
期
日
前
投
票
所
を
設
け
た
区
の
選
挙
管
理
委
員

会
の
置
か
れ
た
区
の
属
す
る
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
限
る
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
定
め
た
場



合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
当
該
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ

の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委

員
会
及
び
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
を
経
て
当
該
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示

す
る
と
と
も
に
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
当
該
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
八
条
の
見
出
し
を
「
（
数
市
町
村
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
法
第
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
公
職
選
挙
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
数
町
村
の
区
域
を
合
わ
せ
て
一
開
票
区
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て

は
、
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
の
」
に
、
「
関
係
町
村
」
を
「
関
係
市
町
村
」
に
、
「
調
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
は
」

を
「
調
わ
な
い
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
は
、
国
民
投
票
の
投
票
権
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
、
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会

が
指
定
し
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
百
九
条
第
二
項
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区

」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
に
、
「
関
係
町
村
」
を
「
関
係
市
町
村
」
に
、
「
場
合

に
お
い
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
」
を
「
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府

県
」
に
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」

に
、
「
関
係
町
村
」
を
「
関
係
市
町
村
」
に
改
め
、
「
書
記
」
の
下
に
「
（
関
係
市
町
村
に
指
定
都
市
が
含
ま
れ
る
場
合
に

は
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
若
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
書
記
又
は
当
該
指
定
都
市
の
関

係
区
の
選
挙
管
理
委
員
若
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
書
記
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
数
区
合
同
開
票
区
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
区
の

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
国
民
投
票
の
投
票
権
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
、
開
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
開
票
管
理
者

が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
あ
ら
か
じ
め
選
任
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
は
、
数
区
合
同
開
票
区
に
お
い
て
、
開
票

管
理
者
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
に
共
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
共
に
欠
け
た
場
合
に
は
、
直
ち
に

、
関
係
区
の
選
挙
管
理
委
員
又
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
書
記
の
中
か
ら
、
臨
時
に
開
票
管
理
者
の
職
務
を
管
掌
す
べ
き
者



を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
条
中
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
数
市
町
村
合
同
開
票
区
の
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
の
届
出
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

数
市
町
村
合
同
開
票
区
に
お
い
て
は
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
の
届
出
は

、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
協
議
し
て
定
め
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
関
係
市
町
村
に
指
定
都
市
が
含

ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
当
該
指
定
都
市
の
関
係
区
の
選
挙
管

理
委
員
会
）
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

が
指
定
し
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
関
係
市
町
村
に
指
定
都
市
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の

関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
当
該
指
定
都
市
の
関
係
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
百
十
三
条
第
二
項
中
「
関
係
町
村
」
を
「
関
係
市
町
村
」
に
、
「
町
村
の
」
を
「
市
町
村
又
は
指
定
都
市
の
区
の
」
に

、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
十
八
条
第
二



項
の
規
定
に
よ
り
数
町
村
の
区
域
を
合
わ
せ
て
一
開
票
区
を
設
け
た
場
合
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
に
、
「
に
よ
る

町
村
」
を
「
に
よ
る
市
町
村
」
に
、
「
べ
き
町
村
」
を
「
べ
き
市
町
村
又
は
指
定
都
市
の
区
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

４

数
市
町
村
合
同
開
票
区
に
お
い
て
は
、
法
第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
開
票
所
を
設
け
る
場
所
の
指
定
並
び
に
法
第
七

十
八
条
の
規
定
に
よ
る
開
票
の
場
所
及
び
日
時
の
告
示
は
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
協
議
し
て
定
め
た
市
町

村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
関
係
市
町
村
に
指
定
都
市
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
関
係
市
町
村
の
選

挙
管
理
委
員
会
又
は
当
該
指
定
都
市
の
関
係
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
が
行
う
。
そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
都

道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
当
該
指
定
及
び
告
示
を
行
う
。

第
百
十
三
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

５

数
区
合
同
開
票
区
に
お
い
て
は
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
の
届
出
は
、
指

定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
届
け
出
る
べ
き
区
の
選
挙

管
理
委
員
会
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



７

数
区
合
同
開
票
区
に
お
い
て
は
、
法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
く
じ
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
く
じ
を

行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時
の
告
示
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
行
う
開
票
立
会
人
の
選
任
並

び
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
開
票
立
会
人
の
氏
名
等
の
通
知
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
届

け
出
る
べ
き
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
行
う
。

８

数
区
合
同
開
票
区
に
お
い
て
は
、
法
第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
開
票
所
を
設
け
る
場
所
の
指
定
並
び
に
法
第
七
十
八

条
の
規
定
に
よ
る
開
票
の
場
所
及
び
日
時
の
告
示
は
、
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
区
の
選
挙
管
理
委
員

会
が
行
う
。

第
百
二
十
条
第
一
項
中
「
書
類
と
と
も
に
」
を
「
書
類
と
と
も
に
、
」
に
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
に

あ
っ
て
は
、
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
に
あ
っ
て
は
次
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
指
定
さ
れ
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
と
し
、
数
区
合
同
開
票
区
に
あ
っ
て
は
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

に
よ
っ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
前
項
」
を
「
、
前
項
」
に
改
め
、
「
（
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
に
あ
っ

て
は
、
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
を
削
る
。



第
百
二
十
一
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
数
市
町
村
合
同
開
票
区
に
つ
い
て
は
、
開
票
に
関
す
る
書
類
は
、
関
係
市
町
村
の
選
挙

管
理
委
員
会
が
協
議
し
て
定
め
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
関
係
市
町
村
に
指
定
都
市
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当

該
指
定
都
市
以
外
の
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
当
該
指
定
都
市
の
関
係
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
お
い
て

、
そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
関
係
市

町
村
に
指
定
都
市
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
以
外
の
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
当
該
指
定
都

市
の
関
係
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
お
い
て
、
開
票
録
、
投
票
録
及
び
投
票
と
と
も
に
、
同
項
の
期
間
、
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
数
区
合
同
開
票
区
に
つ
い
て
は
、
開
票
に
関
す
る
書
類
は
、
指
定
都
市
の
選
挙
管
理

委
員
会
が
指
定
し
た
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
開
票
録
、
投
票
録
及
び
投
票
と
と
も
に
、
同
項
の
期
間
、
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
に
お
い
て
は
、
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
に
は
、
関
係
の
あ
る
数
市
町



村
合
同
開
票
区
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、
「
そ
の
旨
を
」
の
下
に
「

関
係
の
あ
る
」
を
加
え
、
「
数
町
村
の
区
域
を
区
域
と
す
る
開
票
区
」
を
「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
又
は
数
区
合
同
開
票
区

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合

に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
関
係
の
あ
る
数
区
合
同
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
四
十
二
条
第
一
項
中
「
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
第
一
条
、
第
一
条
の
二
、
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
加

え
、
「
第
七
十
条
第
一
項
及
び
」
を
「
第
七
十
条
第
一
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「

、
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、

第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
百
八
条
第
一
項
、
第
百
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項

ま
で
、
第
百
二
十
一
条
第
二
項
、
第
百
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
除
き
」
を

加
え
る
。

（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
七
条
第
一
項
中
「
指
定
都
市
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
、
区

又
は
総
合
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
区
（
総
合
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
選
挙
管
理
委
員
会
と

し
、
法
第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
の
数
区
の
区
域
の
全

部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
開
票
区
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
区
の

選
挙
管
理
委
員
会
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
中
」
の
下
に
「
「
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
区
（
総
合
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
選
挙
管
理
委
員
会
と

し
、
法
第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
の
数
区
の
区
域
の
全

部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
開
票
区
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
区
の

選
挙
管
理
委
員
会
と
す
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
、
」
を
加
え
る
。

第
八
条
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
」
の
下
に
「
第
九
条
の
二
、
第
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら

第
五
項
ま
で
、
」
を
加
え
、
「
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
市
町
村
の
議
会
の
議
員

及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
「
第
四
十
六
条
第
四
項
、
第
四
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、
「
係
る
部
分



に
限
る
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
を
、
「
第
四
章
の
四
」

の
下
に
「
（
第
四
十
九
条
の
十
二
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
第
六
十
七

条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
六
十
六
条
第
二
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
、
「
、

第
七
十
八
条
第
一
項
（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
「
及
び
第
三
項
、
第
七
十

八
条
第
四
項
」
に
、
「
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
五
十
九
条
の
五

の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
十
六
条
第
二
項

当
該
選
挙

指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長

第
六
十
七
条
第
一
項

当
該
選
挙

市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長

第
六
十
七
条
第
五
項

当
該
選
挙

指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長

第
八
条
の
表
第
六
十
八
条
の
項
中

「

第
六
十
六
条
若
し
く
は
前
条
第
一
項
若
し

前
条
第
一
項

を

く
は
第
三
項

「

第
六
十
六
条
若
し
く
は
前
条
第
一
項
、
第

第
六
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
前
条
第
一

に
改
め
る
。



三
項
若
し
く
は
第
五
項

項
若
し
く
は
第
五
項



理

由

衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
及
び
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
数
市
町
村

の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
開
票
区
を
設
け
る
場
合
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
選
挙
事
務
所
の
数
及

び
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の
制
限
額
の
特
例
の
対
象
と
な
る
選
挙
区
の
改
定
を
行
う
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


